
群馬県適正化通信 NO．１４１  

標準的な運賃の告示について 

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（平成３０年法律第９６号）附則第１条

の３（標準的な運賃）に基づき令和２年４月２４日に「標準的な運賃」の告示がなされ

ました。この度の告示は、我が国の経済活動・国民生活を支える物流の基幹産業である

トラック運送事業者が、法令を遵守しつつ、持続的に事業を運営することができるよ

う、適切な対価を収受できる環境を整備することが重要であるとの考えのもとに新設

されました。 

また、令和６年度から、自動車運転従事者の時間外労働の罰則付き上限規制（年間９

６０時間）が適用されることを踏まえ、ドライバー不足により物流に支障が生じること

のないよう、ドライバーに対する労働条件の改善を図るとともに、法令を遵守して事業

運営を行っていく際の参考として、令和５年度末までの時限措置として行われたもの

です。 

今般の新型コロナウイルス感染症まん延による全国的な緊急事態宣言の中でも、国

民生活を支えるため物流を維持するために日々業務に取り組んでいただいた皆様にお

かれましては、このたびの告示をきっかけとし、適正な運賃・料金の収受に取り組ん

でいただき、事業の発展、ドライバーに対する労働条件の改善への取り組みをお願い

します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。 

群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

電話０２７－２１２－８８２１ 

 



 

 

 

Ⅰ 距離制運賃表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：円） 

車種別 

キロ程 

10km 15,790 18,060 22,540 27,940 

20km 17,600 20,160 25,330 31,550 

30km 19,410 22,270 28,120 35,160 

40km 21,220 24,370 30,920 38,770 

50km 23,040 26,480 33,710 42,380 

60km 24,850 28,580 36,500 45,990 

70km 26,660 30,690 39,290 49,600 

80km 28,470 32,790 42,090 53,200 

90km 30,280 34,890 44,880 56,810 

100km 32,090 37,000 47,670 60,420 

110km 33,910 39,090 50,390 63,930 

120km 35,730 41,170 53,110 67,430 

130km 37,550 43,260 55,830 70,940 

140km 39,360 45,340 58,550 74,440 

150km 41,180 47,430 61,270 77,950 

160km 43,000 49,510 64,000 81,450 

170km 44,820 51,600 66,720 84,960 

180km 46,630 53,690 69,440 88,460 

190km 48,450 55,770 72,160 91,970 

200km 50,270 57,860 74,880 95,470 

200kmを超えて 500km 
まで 20kmを増すごと 

に加算する金額 
3,630 4,140 5,370 6,910 

500kmを超えて 50km 

を増すごとに加算す 

る金額 
9,070 10,360 13,430 17,280 

関東運輸局 

小型車 

( ２トンクラス ) 

中型車 

４トンクラス ) ( 

大型車 

( １０トンクラス ) 

トレーラー 

２０トンクラス ) ( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ⅲ 運賃割増率 

【特殊車両割増】 

冷蔵車・冷凍車 ２割 

【休日割増】 

日曜祝祭日に運送した距離に限る ２割 

【深夜・早朝割増】 

午後 10時から午前５時までに運送した距離 ２割 

 

Ⅴ 積込料、取卸料、附帯業務料 

積込み、取卸しその他附帯業務を行った場合には、運賃とは別に料金として収受 

Ⅵ 実費 

   有料道路利用料、フェリー利用料その他の費用が発生した場合には、運賃とは別に実費と

して収受 

Ⅶ 燃料サーチャージ 

別に定めるところにより収受 

Ⅷ その他 

この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

Ⅳ 待機時間料 

小型車 中型車 大型車 トレーラー 

（２トンクラス） （４トンクラス） （10 トンクラス） （20 トンクラス） 

,670 円 1 ,750 円 1 1 ,870 円 2 ,220 円 

車種別 

時間 

30 分を超える場合にお 

いて 30分までごとに発 

生する金額 


